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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
八
号

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
経
済
産
業
省
令
第
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
製
造
設
備
が

移
動
式
製
造
設
備
で
あ
る
製
造
施
設
の
構
造
、
位
置
及
び
設
備
並
び
に
製
造
方
法
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（

平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
告
示
第
三
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
三
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
基
準
）

［
削
る
］

第
五
条

規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
第
十
八
号
の
デ
ィ
ー
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ゼ
ル
車
の
基
準
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

車
輪
は
、
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
を
使
用
す
る
こ
と
。

二

電
動
機
整
流
子
、
制
御
器
、
電
気
開
閉
器
、
電
気

端
子
そ
の
他
火
花
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
電
気
装

置
に
は
、
適
当
な
覆
い
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

電
気
配
線
は
、
使
用
条
件
に
適
し
た
も
の
を
使
用

し
、
接
続
部
分
が
振
動
に
よ
つ
て
緩
ま
な
い
よ
う
な

構
造
と
な
つ
て
お
り
、
配
線
相
互
間
及
び
配
線
と
車

体
間
の
絶
縁
が
十
分
に
保
た
れ
て
定
着
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

四

機
関
は
、
二
号
軽
油
を
燃
料
と
す
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
と
す
る
こ
と
。

五

排
気
管
及
び
消
音
器
は
、
継
目
そ
の
他
か
ら
排
気
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の
漏
れ
が
な
く
、
移
動
式
製
造
設
備
に
対
し
て
適
当

な
防
熱
装
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

排
気
管
は
、
排
ガ
ス
温
度
が
八
十
度
以
下
に
保
た

れ
る
排
気
ガ
ス
冷
却
装
置
及
び
消
焔
装
置
が
取
り
付

け
ら
れ
て
お
り
、
硝
安
油
剤
爆
薬
の
製
造
に
影
響
を

与
え
な
い
位
置
に
お
い
て
開
口
し
て
い
る
こ
と
。

第
五
条

［
略
］

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
略
］

第
七
条

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。


